
 

 

 

 

 

 

 

  

【届出日】 
届け出る日付を記入します。 

  

【住 所】 
離婚届出をする時の 

住民票の住所を記入します。 

離婚届出と同時に住所変更 

（住民異動届）をする場合は、 

新しい住所を記入します。 
 

 

【父母の氏名・続き柄】 
父母が死亡、離婚していても 

記入します。 

養子になっている場合は、 

養父母も記入します。 

 

【婚姻前の氏にもどる者の本籍】 
離婚届出により、配偶者（戸籍の 

筆頭者ではない方）は、夫婦の戸籍 

から除籍されます。 

右の枠内をご確認ください。 

 

【未成年の子の氏名】 

該当する欄に未成年のお子さまの 

氏名を記入します。 
 

【親権に関する合意について】 

※協議離婚の場合 

合意確認のため必ず夫・妻両名が 

チェック☑を記入してください。 

（合意が確認できない場合は離婚 

届は受理できません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【署 名】 
証人が自分で書いてください。 

押印は任意です。 

 
 

 

離婚届記入例 

【連絡先】 日中連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。 

婚姻時の氏のまま 自分が筆頭者の新しい戸籍を作る 
この欄には記入しません。別に「離婚の際に 

称していた氏を称する届」を提出します。 
→ 

 

 
 

配偶者の離婚後の氏（名字）や本籍について、以下の３つの方法から選択します。 
  
 
 
 
 
 
 
  

婚姻前の氏にもどる者の本籍 

婚姻前の氏に戻る 
婚姻前の戸籍（親など）に戻る 

自分が筆頭者の新しい戸籍を作る 

→ 戻る戸籍の本籍・筆頭者氏名を記入します。 

→ 本籍・婚姻前の氏名を記入します。 

　

　(8)

(9)

(10)

新潟県上越市中央１丁目

１６番

新潟県上越市中央1丁目

16番

新潟県上越市安塚区安塚

722番地

新潟県上越市安塚区安塚

722番地

住 所

本 籍

（国勢調査の年… 年…の 4 月 1 日から翌年 3 月３１日までに届出をするときだけ書いてください）

 夫の職業  妻の職業
夫 妻 の 職 業

そ
の
他

届 出 人 署 名
(※押印は任意)

夫 妻
印 印上越　太郎 上越　花子

　　　　　証　　　　　　　人　　　　　　(協議離婚のときだけ必要です )

(6)
(7)

□ １.

□ 2.

□ 3.

□ 4.

□ 5.

□ 6.

農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯

自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯

企業・個人商店等 （官公庁は除く） の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が １ 人から９９人までの世帯 （日々または

 1 年未満の契約の雇用者は 5 )

 3 にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯 (日々または 1 年未満の契約の雇用者は 5 )

 1 から 4 にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯

仕事をしている者のいない世帯

別 居 す る 前 の

世 帯 の お も な

仕 事 と あ

　番地

　番　　　　　３　号
新潟県上越市木田１丁目１

署 名
（※押印は任意）

生 年 月 日

印 印

　　　 　　　昭和３０　年　　　　６　月　　　　30　日 　　　　　　昭和３１　年　　　　７　月　　　　20　日

上越　夏太 妙高　春男

同 居 の 期 間

別 居 す る 前 の
住 所

　　　　　平成２６　年　　　　１０　月　　か　　ら 　　　　　　　令和５　年　　　　５　月　　　ま　　で

〇

【同居の期間】 

【別居する前の住所】 
「同居を始めたとき」は、結婚式を 

あげたとき、または同居を始めた 

ときのうち早い方を記入します。 

別居前の場合は、「別居したとき」 

や「別居する前の住所」は空欄と 

なります。 

 

【世帯のおもな仕事】 
別居前の世帯で、一番収入が 

多かった人の仕事に✔をします。 

 
 

子の養育に関する民法等が改正され、令和８年４月１日から施行されます。それに伴い離婚届出時の未成年の子の親
権に関するルールが変更となりました。 
 
（変更点） 
〇未成年の子の親権者に父母双方(共同親権)の選択が可能となりました。 
→親権については父母双方または父母の一方で選択となります。 
 
〇親権者が決まっていない場合にも届出が可能となりました。 
※ただし、親権者の指定を求める調停や審判の申立てがされている場合に限ります。 

 

共同親権について 

【証 人】 
※協議離婚の場合 
１８歳以上の証人が２人必要

です。父母、兄弟、親戚、友人

など、どなたでも証人になるこ

とができます。 

裁判離婚のときは不要です。 

 

【子育ての分担・親子交流】 

※協議離婚の場合 

未成年の子がいる場合は、あては

まるものに✓をつけてください。 

 

【養育費の分担】 

※協議離婚の場合 

※未成年の子に限られません。 

あてはまるものに✓をつけてくだ

さい。 

　　　　　上越市　　長　殿

（ 協議離婚 で親 権者 の定

め を し た 場 合 ） 相 違 な け

れ ば 、 そ れ ぞ れ が ☑ の よ

う に し る し を つ け て く だ

さい。

未 成 年 の 子 の
氏 名

連絡先 電話　　　090　（××××）　×××× 自宅・勤務先[　　　　　　]・携帯

□
□

⑶
⑷

離 婚 の 種 別
□
□
□

住 所

生 年 月 日

父母及び養父母
の氏名

父母との続き柄

夫の父 上越　夏太 続き柄

住 民 登 録 を

し て い る と こ ろ

上越マンション　103号

右 記 の 養 父 母 以 外 に も

養 父 母 が い る 場 合 に は

そ の 他 の 欄 に

書 い て く だ さ い

 養父 続き柄

　　　母 高田　秋子 長 男

筆頭者
の氏名 上越　太郎

 養母 上越　民子

消せるボールペンは使用しないでください。

離 婚 届

令和　8　 年 　4   月　 1 　日届出
通知 （送付） 令和       年       月       日

⑴

（ フ リ ガ ナ ） 夫 じょうえつ たろう 妻 じょうえつ はなこ

氏 名
氏 名 氏 名

上越

第　　　　　　　　　 　　　　　　号

(5)

婚 姻 前 の 氏 に
も どる 者の 本籍

上越　　一郎

上越　　次郎

上越　　桃子

戸籍記載書類調査 住民票附票調査票記載調査 通知

太郎
大昭

平
５６　年　４　月　29　日 大昭

平
54　年　9　月　26　日

⑵

本 籍 新潟県上越市木田１丁目１ 番地
番外 国 人 の と き は

国 籍 だ け を

書 い て く だ さ い

　　   1番3号

合 意 し た 。

□ 離 婚 後 も 共 同 で 親 権 を 行 使 す る こ と 又 は 単 独 で 親

権 を 行 使 す るこ との 意 味 を 理 解 し 、真 意 に 基 づ い て
合 意 し た 。

第　　　　　　 　　        　  　号

上越 花子

 養父 続き柄

　　　母 　　　　冬美 二 女

妻の父 妙高　春男 続き柄

夫
妻

□
□

もとの戸籍にもどる
新しい戸籍をつくる

父母双方が親権を行う子

父  （夫） が親権を行う子

母  （妻） が親権を行う子

 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子

　　  722番地2

夫 妻
□ 離婚 後 も 共 同 で 親 権を 行 使 す る こ と 又 は 単 独 で 親

権 を 行 使 す るこ との 意味 を 理 解 し 、真 意 に 基 づ い て

受　 理        令和       年       月       日

新潟県上越市木田1丁目 新潟県上越市安塚区安塚

養　子  養母 養　女

□
□
□

和解
請求の認諾
判決

令和　　 年　　　月　 　日成立
令和     年  　　月　 　日認諾
令和     年　  　月　 　日確定

協議離婚
調停　　　　　令和　　 年　　　月　 　日成立
審判　　　　　令和　　 年　　　月　 　日確定

は

番地
番

筆頭者

の氏名

〇 〇

〇

✓ 

✓ 

✓ 


